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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出しましたので2020年3月13日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」と

いいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ

れを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内

容は原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」お

よび「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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第一部【証券情報】

（８）【申込取扱場所】

＜訂正前＞

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

楽天投信投資顧問株式会社

お客様窓口：電話番号03-6432-7746

受付時間　：営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：http://www.rakuten-toushin.co.jp/

 

＜訂正後＞

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

楽天投信投資顧問株式会社

お客様窓口：電話番号03-6432-7746

受付時間　：営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：https://www.rakuten-toushin.co.jp/
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

①　ファンドの仕組み

 

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資

制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
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②　委託会社の概況（2020年9月末現在）

１）資本金

150百万円

２）沿革

2006年12月28日 「楽天投信株式会社」設立

2008年 1月31日 金融商品取引業者登録　[関東財務局長（金商）第1724号]

2009年 4月 1日 株式会社ポーラスター投資顧問と合併、商号を「楽天投信投資顧問株式会

社」に変更

３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

楽天カード株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 13,000株 100％

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜訂正前＞

①～④　（略）

 

※　有価証券届出書提出日現在「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。

 

（略）

＜訂正後＞

①～④　（略）

 

※　2020年9月末現在、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。

 

（略）

（２）【投資対象】

＜更新後＞

◆投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要

下記概要は、2020年9月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

 

＜コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）＞

運用の基本方針

形態 国内籍投資信託

基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な

運用を行うものです。

主な投資対象 コムジェスト世界株式 マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）の

受益証券を主要投資対象とします。
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運用方針 ①　コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している

親投資信託の受益証券への投資を通じて、主としてわが国および新興国を

含む世界中の企業が発行する株式等を中心に投資し、長期的な信託財産の

成長を図ることを目的として運用を行います。

②　親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを

基本とします。

③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④　原則として、有価証券先物取引等は行いません。

⑤　原則として、有価証券の貸付は行いません。

⑥　ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託

財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。

②　投資信託証券（親投資信託の受益証券を除きます。）への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

③　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と

します。

④　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信

託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑥　同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以

下とします。

⑦　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑧　外国為替予約取引は約款の範囲で行います。

⑨　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ

10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場

合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配 毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分

配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対し、年0.968％（税抜0.88％）

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信

託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

信託期間 無期限

決算日 毎年12月30日（休業日の場合は翌営業日）

設定日 2020年2月13日

委託会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

受託会社 野村信託銀行株式会社

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

 

（ご参考）コムジェスト世界株式 マザーファンド

運用の基本方針
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形態 国内籍親投資信託

基本方針 この投資信託は、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する株

式等を中心に投資を行うことにより、この投資信託にかかる信託財産（以下「信

託財産」といいます。）の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行いま

す。

主な投資対象 世界中（日本および新興国を含む。）の企業が発行する株式等を主要投資対象と

します。

運用方針 ①　主として世界中（日本および新興国を含む。）の企業が発行する株式等を

中心に投資を行います。

②　徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企

業を中心に個別銘柄を選定します。

③　株式の組入比率は原則として高位を維持しますが、経済情勢や投資環境等

の急変あるいは証券・金融市場の混乱が起きた場合、または起きることが

想定される場合、一時的に株式の組み入れ比率を引下げるときがありま

す。

④　株式以外に、新株引受権証券、新株予約権証券に投資する場合がありま

す。

⑤　保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑥　原則として、有価証券先物取引等は行いません。

⑦　原則として、有価証券の貸付は行いません。

⑧　外貨建て資産の運用指図に関する権限を、コムジェスト・エス・エーに委

託します。

⑨　ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託

財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限 ①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

③　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内と

します。

④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信

託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑤　同一銘柄の転換社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以

内とします。

⑥　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし

ます

⑦　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑧　外国為替予約取引は約款の範囲で行います。

⑨　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ

10％、合計で 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった

場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま

す。

収益分配 収益分配は行いません。

ファンドに係る費用

信託報酬 ありません。

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。
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その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信

託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

信託期間 無期限

決算日 毎年12月30日（休業日の場合は翌営業日）

設定日 2020年2月13日

委託会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

受託会社 野村信託銀行株式会社

投資顧問会社 コムジェスト・エス・エー

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

 

＜楽天・国内マネー・マザーファンド＞

運用の基本方針

形態 国内籍親投資信託

基本方針 この投資信託は、主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安

定した収益の確保を目指した運用を行います。

主な投資対象 本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

運用方針 ①　主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指

した運用を行います。

②　ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取

引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用がで

きない場合があります。

主な投資制限 ①　株式への投資は行いません。

②　外貨建資産への投資は行いません。

収益分配 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を

行いません。

ファンドに係る費用

信託報酬 ありません。

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信

託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

信託期間 無期限

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

設定日 2010年6月25日

委託会社 楽天投信投資顧問株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

再信託受託会社 株式会社日本カストディ銀行

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

（３）【運用体制】

＜更新後＞
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委託会社における運用体制は、以下の通りです。

・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等

の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する

運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。

・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産

ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討しま

す。（但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政

策委員会に報告します。）

・運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。

・「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それらに関

する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。また、法令諸規

則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それらについて必要な事

項を協議・検討します。

・コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および運用

ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財産および投

資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。

 

※当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内部者取

引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本方針」「運用

業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めています。

 

※上記体制は2020年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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３【投資リスク】

＜更新後＞

（２）リスク管理体制

委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。

＊全社的リスク管理

委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵

守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて

取締役会に報告されます。

また、コンプラインス部は各種リスク（運用リスク、事務システムリスクなど）に関するモニタリン

グとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。

 

＊運用状況の評価・分析とリスク管理

コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク

管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に

応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容

は、毎月取締役会に報告されます。

 

※上記体制は2020年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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＜更新後＞

 

４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

①　信託報酬

（略）

②　信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

委託会社 0.2475％（税抜0.225％）

販売会社 0.0110％（税抜0.010％）

受託会社 0.0275％（税抜0.025％）

合計 0.2860％（税抜0.260％）

 

役務の内容
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委託会社 委託した資金の運用の対価

販売会社
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での

ファンドの管理等の対価

受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、以下の信託報酬等が別途かか

ります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年1.254％（税込）程度です。

ファンド名 信託報酬等（年）

コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投

資家限定） 0.968％程度
（注）

楽天・国内マネー・マザーファンド なし

（注）2020年2月13日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。

 

※実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概

算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。

※投資信託証券の信託報酬等については、「第１ ファンドの状況　２　投資方針　（２）投資対象　◆

投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要」をご参照ください。

③　支払時期

（略）

＜訂正後＞

①　信託報酬

（略）

②　信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

委託会社 0.2475％（税抜0.225％）

販売会社 0.0110％（税抜0.010％）

受託会社 0.0275％（税抜0.025％）

合計 0.2860％（税抜0.260％）

 

役務の内容

委託会社 委託した資金の運用の対価

販売会社
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での

ファンドの管理等の対価

受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、以下の信託報酬等が別途かか

ります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年1.254％（税込）程度です。

ファンド名 信託報酬等（年）

コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投

資家限定） 0.968％程度
（注）

楽天・国内マネー・マザーファンド なし

（注）2020年9月末現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。

 

※実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概

算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
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※投資信託証券の信託報酬等については、「第１ ファンドの状況　２　投資方針　（２）投資対象　◆

投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要」をご参照ください。

③　支払時期

（略）

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適

用対象です。

①　個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％

および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ

かを選択することもできます。

２）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）
＊
については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ

び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴

収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地

方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま

す。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場

株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益

通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利

子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算

が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購

入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用

になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方

が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満

の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所

得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②　法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について

は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された

税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③　個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ

ん。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した

値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法

が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元

本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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２）受益者が収益分配金を受け取る際

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場

合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益

分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から

元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益

者の個別元本となります。

 

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2020年9月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変

更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め

します。

５【運用状況】

【楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）】

以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 892,561,384 99.25

親投資信託受益証券 日本 9,996 0.00

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,724,676 0.75

合計(純資産総額) 899,296,056 100.00
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国／地域 種類 銘柄名
数量又は

額面総額

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

日本 投資信託受益
証券

コムジェスト世界株式ファンド（適
格機関投資家限定）

848,281,111 0.9607 815,001,534 1.0522 892,561,384 99.25

日本 親投資信託受
益証券

楽天・国内マネー・マザーファンド 9,996 1.0004 10,000 1.0001 9,996 0.00

 

ロ.種類別の投資比率
 

 

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 99.25

親投資信託受益証券 0.00

合計 99.25
 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。
 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

2020年 3月末日 1 ― 1.0000 ―

　　　 4月末日 1 ― 1.0745 ―

　　　 5月末日 789 ― 1.0970 ―

　　　 6月末日 811 ― 1.1203 ―

　　　 7月末日 854 ― 1.1881 ―

　　　 8月末日 901 ― 1.2366 ―

　　　 9月末日 899 ― 1.2046 ―
 

②【分配の推移】
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期 期間 1口当たりの分配金（円）

当中間期 2020年 3月31日～2020年 9月30日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）

当中間期 2020年 3月31日～2020年 9月30日 20.46

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

当中間期 2020年 3月31日～2020年 9月30日 781,888,597 35,312,959

 

(注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

≪参考情報≫

運用実績
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第２【管理及び運営】

２【換金（解約）手続等】
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＜訂正前＞

（５）解約価額

解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

楽天投信投資顧問株式会社

お客様窓口：電話番号03-6432-7746

受付時間　：営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：http://www.rakuten-toushin.co.jp/

 

＜訂正後＞

（５）解約価額

解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

楽天投信投資顧問株式会社

お客様窓口：電話番号03-6432-7746

受付時間　：営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：https://www.rakuten-toushin.co.jp/

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

③　基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

楽天投信投資顧問株式会社

お客様窓口：電話番号03-6432-7746

受付時間　：営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：http://www.rakuten-toushin.co.jp/

 

＜訂正後＞

③　基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

楽天投信投資顧問株式会社

お客様窓口：電話番号03-6432-7746

受付時間　：営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：https://www.rakuten-toushin.co.jp/
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（５）【その他】

＜訂正前＞

（略）

⑤　公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページアドレス　http://www.rakuten-toushin.co.jp/

※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日

本経済新聞に掲載します。

⑥　運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状

況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書

（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページアドレス　http://www.rakuten-toushin.co.jp/

（略）

＜訂正後＞

（略）

⑤　公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページアドレス　https://www.rakuten-toushin.co.jp/

※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日

本経済新聞に掲載します。

⑥　運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状

況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書

（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページアドレス　https://www.rakuten-toushin.co.jp/

（略）
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第３【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省

令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成

12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(2020年3月31日から

2020年9月30日まで)の中間財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人より中間監査を受けておりま

す。

【中間財務諸表】

【楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第1期中間計算期間末
2020年 9月30日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 9,378,217

投資信託受益証券 892,561,384

親投資信託受益証券 9,996

流動資産合計 901,949,597

資産合計 901,949,597

負債の部

流動負債

未払解約金 1,821,596

未払受託者報酬 80,000

未払委託者報酬 751,882

未払利息 26

その他未払費用 37

流動負債合計 2,653,541

負債合計 2,653,541

純資産の部

元本等

元本 746,575,638

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 152,720,418

元本等合計 899,296,056

純資産合計 899,296,056

負債純資産合計 901,949,597

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第1期中間計算期間
自　2020年 3月31日
至　2020年 9月30日

営業収益

有価証券売買等損益 78,581,379

営業収益合計 78,581,379

営業費用

支払利息 4,393
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第1期中間計算期間
自　2020年 3月31日
至　2020年 9月30日

受託者報酬 80,000

委託者報酬 751,882

その他費用 39

営業費用合計 836,314

営業利益又は営業損失（△） 77,745,065

経常利益又は経常損失（△） 77,745,065

中間純利益又は中間純損失（△） 77,745,065

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 2,637,567

期首剰余金又は期首欠損金（△） -

剰余金増加額又は欠損金減少額 81,084,375

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

81,084,375

剰余金減少額又は欠損金増加額 3,471,455

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

3,471,455

分配金 -

中間剰余金又は中間欠損金（△） 152,720,418

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価

しております。

  

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま

す。

  

２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

  

３.その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

金融商品の時価に関する補足情報

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

  

 

（中間貸借対照表に関する注記）
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項目
第1期中間計算期間末

2020年 9月30日現在

１. 計算期間末日における受益権の総数 746,575,638口

２. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.2046円

(10,000口当たり純資産額) (12,046円)

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
 

 

 

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　　　　　　　　項目
第1期中間計算期間末

2020年 9月30日現在

１.貸借対照表計上額と時価との差額 中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありませ

ん。

 

２.時価の算定方法 （1）有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

（2）デリバティブ取引

該当事項はありません。

 

（3）上記以外の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を

時価としております。

 

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項
 

 

該当事項はありません。
 

 

 

 

　

（その他の注記）

元本の移動
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項目

第1期中間計算期間

自 2020年 3月31日

至 2020年 9月30日

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額 1,000,000円

期中追加設定元本額 780,888,597円

期中一部解約元本額 35,312,959円

 

（参考）

当ファンドは投資信託受益証券、親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計

上されている投資信託受益証券、親投資信託受益証券の状況は次の通りです。

投資信託受益証券については、当ファンドの作成期末において監査未了のため、記載すべき情報はございませ

ん。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

 

 

楽天・国内マネー・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2020年 9月30日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 503,796,920

現先取引勘定 1,500,029,909

流動資産合計 2,003,826,829

資産合計 2,003,826,829

負債の部

流動負債

未払解約金 5,898,000

未払利息 1,449

その他未払費用 7,345

流動負債合計 5,906,794

負債合計 5,906,794

純資産の部

元本等

元本 1,997,635,600

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 284,435

元本等合計 1,997,920,035

純資産合計 1,997,920,035

負債純資産合計 2,003,826,829

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

現先取引
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その他財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項

現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成20年3月10日）の規定によっております。

  

金融商品の時価に関する補足情報

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

  

 

（貸借対照表に関する注記）
 

 

項目 2020年 9月30日現在

１. 計算期間末日における受益権の総数 1,997,635,600口

２. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.0001円

(10,000口当たり純資産額) (10,001円)

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　　　　　　　　項目 2020年 9月30日現在

１.貸借対照表計上額と時価との差額 貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

 

２.時価の算定方法 （1）有価証券

該当事項はありません。

 

（2）デリバティブ取引

該当事項はありません。

 

（3）上記以外の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を

時価としております。

 

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項
 

 

該当事項はありません。
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（その他の注記）

元本の移動
 

 

項目
自 2020年 3月31日

至 2020年 9月30日

投資信託財産に係る元本の状況

期首 2020年 3月31日

期首元本額 2,362,884,302円

期中追加設定元本額 2,485,760,354円

期中一部解約元本額 2,851,009,056円

元本の内訳

楽天ブルベア・マネープール 1,993,100,561円

楽天ＵＳリート・トリプルエンジン・プラス（レアル）毎月分配型 2,492,274円

新ホリコ・フォーカス・ファンド 996,910円

楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型） 997,905円

楽天グローバル中小型バリュー株ファンド 8,986円

楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド 8,986円

楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド 9,988円

楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド 9,994円

楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け） 9,996円

 

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2020年 9月30日現在です。

【楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）】

【純資産額計算書】

 

 

Ⅰ　資産総額 901,949,597円　

Ⅱ　負債総額 2,653,541円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 899,296,056円　

Ⅳ　発行済口数 746,575,638口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2046円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額（2020年9月末現在）

資本金の額 ： 150百万円

発行可能株式総数 ： 30,000株

発行済株式総数 ： 13,000株

過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。

 

（２）委託会社の機構（2020年9月末現在）

①　取締役会

取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のと

きまでとし、補欠のために選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。

取締役会は、その決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締

役および常務取締役若干名を選任することができます。またその決議をもって、代表取締役を選任しま

す。

取締役会は、取締役会長または取締役社長が招集し、招集者がその議長となります。取締役会長および

取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序により、他の取締役

がこれに代わります。

取締役会の招集通知は、会日から原則として1週間前までにこれを発します。ただし、緊急のときなど

は、この期間を短縮することができます。また各取締役および監査役全員の同意があるときは、これを

省略することができます。

取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議は、取締役

の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成をもって行います。

②　監査役

経営のチェック機能として、業務監査および会計監査による違法または著しく不当な職務執行行為の監

査を行います。

 

（３）投資運用の意思決定プロセス（2020年9月末現在）

①　投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針

を決定します。

②　運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。

③　運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポートフォリ

オを構築・管理します。

④　コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行い、こ

れを運用部門にフィードバックします。

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を

行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資

助言・代理業務を行っています。

 

2020年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
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ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 55 340,910

合計 55 340,910

 

３【委託会社等の経理状況】

＜更新後＞

１．委託会社である楽天投信投資顧問株式会社（以下「当社」といいます。）の財務諸表は、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といい

ます。）、並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月

6日内閣府令第52号)により作成しております。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年8月30

日大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）、並びに同規則第38条及び第57条の規定に基

づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しており

ます。

 

２．財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期事業年度（2019年1月1日から2019年

12月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており、中間会計期

間（2020年1月1日から2020年6月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人によ

る中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2018年12月31日現在）

当事業年度

（2019年12月31日現在）

資産の部     

流動資産     

現金・預金  749,355  677,158

金銭の信託  1,300,000  1,400,000

前払費用  6,087  6,720

未収入金  －  2,622

未収委託者報酬  118,904  151,985

立替金  12,980  16,949

その他  5,000  7,331

流動資産計  2,192,328  2,262,767

固定資産     

有形固定資産 ※１ 34,138 ※１ 28,585

建物（純額）  20,816  14,479

器具備品（純額)  13,321  14,105

無形固定資産  19,448  79,461

ソフトウェア  19,448  79,461

投資その他の資産  51,609  30,115

投資有価証券  39,373  2,017

長期前払費用  405  229

繰延税金資産  11,830  27,868

固定資産計  105,195  138,162

資産合計  2,297,524  2,400,929
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負債の部     

流動負債     

預り金  5,949  5,163

未払費用  86,606  120,042

未払消費税等  11,091  1,897

未払法人税等  6,212  10,750

賞与引当金  12,138  13,264

役員賞与引当金  3,195  3,000

流動負債計  125,191  154,119

固定負債     

退職給付引当金  3,366  18,016

資産除去債務  5,699  －

固定負債計  9,065  18,016

負債合計  134,257  172,135

     

純資産の部     

株主資本     

資本金  150,000  150,000

資本剰余金     

資本準備金  400,000  400,000

その他資本剰余金  229,716  229,716

資本剰余金合計  629,716  629,716

利益剰余金     

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  1,385,144  1,449,135

利益剰余金合計  1,385,144  1,449,135

株主資本合計  2,164,860  2,228,851

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  △1,593  △57

評価・換算差額合計  △1,593  △57

純資産合計  2,163,266  2,228,794

負債・純資産合計  2,297,524  2,400,929

 

（２）【損益計算書】

  （単位：千円）

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

営業収益     

委託者報酬  924,875  1,156,758

営業収益計  924,875  1,156,758

営業費用     

支払手数料  339,622  408,328

委託費  4,355  28,657

広告宣伝費  3,867  4,654

通信費  61,259  89,735

協会費  1,286  2,030

諸会費  36  82

営業費用計  410,425  533,488

一般管理費 ※1・2 353,691 ※1・2 544,199

営業利益  160,758  79,069
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営業外収益     

受取利息  3  7

有価証券利息  231  403

投資有価証券売却益  －  1,287

為替差益  －  0

雑収入  41  －

営業外収益計  276  1,699

営業外費用     

投資有価証券売却損  671  －

為替差損  128  －

営業外費用計  800  －

経常利益  160,234  80,768

特別利益     

資産除去債務取崩益  －  2,517

特別利益計  －  2,517

特別損失     

その他特別損失  72  －

特別損失計  72  －

税引前当期純利益  160,161  83,285

法人税、住民税及び事業税  43,786  36,010

法人税等調整額  △2,171  △16,715

法人税等合計  41,615  19,294

当期純利益  118,546  63,990

 

（３）【株主資本等変動計算書】

 

前事業年度（自　2018年4月1日　　至　2018年12月31日）

 
 （単位：千円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716

当期変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822

当期変動額       

剰余金の配当       

当期純利益 118,546 118,546 118,546   118,546
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株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   △1,102 △1,102 △1,102

当期変動額合計 118,546 118,546 118,546 △1,102 △1,102 117,444

当期末残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △1,593 △1,593 2,163,266

当事業年度（自　2019年1月1日　　至　2019年12月31日）

 
 （単位：千円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716

当期変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差

額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △1,593 △1,593 2,163,266

当期変動額       

剰余金の配当       

当期純利益 63,990 63,990 63,990   63,990

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   1,536 1,536 1,536

当期変動額合計 63,990 63,990 63,990 1,536 1,536 65,526

当期末残高 1,449,135 1,449,135 2,228,851 △57 △57 2,228,794

 

[注記事項]

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

◇その他有価証券

時価のあるもの

当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定）を採用しております。

 

（２）金銭の信託

時価法によっております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。

建物　　　　　10年

器具備品　　　5～20年
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また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっておりま

す。

 

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

 

（３）長期前払費用

定額法によっております。

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

 

（２）賞与引当金

従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属

する額を計上しております。

 

（３）役員賞与引当金

役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において

負担すべき額を計上しております。

 

（４）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお

ります。

 

４．その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

◇消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

 

（追加情報）

当社は、2018年6月27日開催の定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受けまして、決算

期を3月31日から12月31日に変更いたしました。したがって第13期事業年度は2018年4月1日から2018年12月31日

までとなっております。

（貸借対照表関係）

 

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額

 
前事業年度

（2018年12月31日）

当事業年度

（2019年12月31日）

有形固定資産より控除した減価償却計額 23,495千円 27,276千円

 

（損益計算書関係）
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※１．役員報酬の範囲

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

取締役　年額 200,000千円 200,000千円

監査役　年額 30,000千円 30,000千円

 

※２．一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

人件費 212,003千円 289,853千円

減価償却費 6,321千円 17,296千円

賞与引当金繰入額 12,138千円 13,264千円

役員賞与引当金繰入額 3,195千円 3,000千円

退職給付費用 3,366千円 14,649千円

（株主資本等変動計算書関係）

 

前事業年度（自　2018年4月1日　至　2018年12月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 13,000株 － － 13,000株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 13,000株 － － 13,000株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）
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＜借主側＞

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前事業年度

2018年12月31日

当事業年度

2019年12月31日

１年内  16,800千円  28,200千円

１年超  64,400千円  82,900千円

合　計  81,200千円  111,100千円

 

（金融商品関係）

 

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っております。

当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の

健全性の維持を図っております。

なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格

変動リスクは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品

を運用対象としておりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いた

め、価格変動リスクは殆どないと認識しております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して

支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信

用リスクは殆ど無いと認識しております。

投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しており

ます。当該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目

的に応じた額にとどめられており、リスクは極めて限定的であると認識しています。

未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2018年12月31日） （単位：千円）

  貸借対照表計上額 時価 差額

 

資産

(1) 現金・預金

(2) 金銭の信託

(3) 未収委託者報酬

(4) 投資有価証券

①その他有価証券

 

749,355

1,300,000

118,904

 

39,373

 

749,355

1,300,000

118,904

 

39,373

 

－

－

－

 

－

 資産計 2,207,633 2,207,633 －

 

負債

(1) 未払費用

(2) 未払法人税等

 

86,606

6,212

 

86,606

6,212

 

－

－

 負債計 92,818 92,818 －

 

当事業年度（2019年12月31日） （単位：千円）

  貸借対照表計上額 時価 差額
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資産

(1) 現金・預金

(2) 金銭の信託

(3) 未収委託者報酬

(4) 投資有価証券

①その他有価証券

 

677,158

1,400,000

151,985

 

2,017

 

677,158

1,400,000

151,985

 

2,017

 

－

－

－

 

－

 資産計 2,231,161 2,231,161 －

 

負債

(1) 未払費用

(2) 未払法人税等

 

120,042

10,750

 

120,042

10,750

 

－

－

 負債計 130,793 130,793 －

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

◇資産

(1)現金・預金　(2)金銭の信託　(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(4)投資有価証券

投資信託は公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照

ください。

◇負債

(1)未払費用　(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 

２．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2018年12月31日） （単位：千円）

 
1年以内

 

1年超

5年以内

現金・預金 749,355 －

金銭の信託 1,300,000 －

未収委託者報酬 118,904 －

投資有価証券   

その他有価証券のうち満期があるもの － －

合　　　　　計 2,168,259 －

 

当事業年度（2019年12月31日） （単位：千円）

 
1年以内

 

1年超

5年以内

現金・預金 677,158 －

金銭の信託 1,400,000 －

未収委託者報酬 151,985 －

投資有価証券   

その他有価証券のうち満期があるもの － －

合　　　　　計 2,229,144 －

（有価証券関係）

 

１.その他有価証券

前事業年度（2018年12月31日）
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区分

 

貸借対照表計上額

（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

－

 

 

－

－

－

 

 

－

－

－

小　　計 － － －

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

39,373

 

 

－

－

41,671

 

 

－

－

△2,297

小　　計 39,373 41,671 △2,297

合　　計 39,373 41,671 △2,297

 

当事業年度（2019年12月31日）

区分

 

貸借対照表計上額

（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

1,002

 

 

－

－

1,000

 

 

－

－

2

小　　計 1,002 1,000 2

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

1,014

 

 

－

－

1,100

 

 

－

－

△85

小　　計 1,014 1,100 △85

合　　計 2,017 2,100 △82

 

２.売却したその他有価証券

前事業年度（自　2018年4月1日　至　2018年12月31日）

種類

 

売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

（1）株式

（2）債券

（3）その他

－

－

9,328

－

－

－

－

－

671

合計 9,328 － 671

 

当事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

種類

 

売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

（1）株式

（2）債券

（3）その他

－

－

57,922

－

－

1,652

－

－

364

合計 57,922 1,652 364

 

（デリバティブ取引関係）

EDINET提出書類

楽天投信投資顧問株式会社(E15787)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

35/51



 

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

 

１．採用している退職給付制度の概略

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。

 

２．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

退職給付債務の期首残高  －  3,461千円

勤務費用  3,366千円  14,609千円

利息費用  －  20千円

数理計算上の差異の発生額  95千円  646千円

退職給付の支払額  －  －

過去勤務費用の発生額  －  －

退職給付債務の期末残高  3,461千円  18,738千円

 

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

非積立制度の退職給付債務  3,461千円  18,738千円

未積立退職給付債務  3,461千円  18,738千円

未認識数理計算上の差異  △95千円  △722千円

未認識過去勤務費用  －  －

貸借対照表に計上された負債と資産の純額  3,366千円  18,016千円

     

退職給付引当金  3,366千円  18,016千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額  3,366千円  18,016千円

 

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

勤務費用  3,366千円  14,609千円

利息費用  －  20千円

期待運用収益  －  －

数理計算上の差異の費用処理額  －  19千円

過去勤務費用の費用処理額  －  －

確定給付制度に係る退職給付費用  3,366千円  14,649千円

 

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

割引率  0.6％  0.4％

長期期待運用収益率  －  －

予想昇給率  2.3％  2.4％
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（税効果会計関係）

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

（2018年12月31日）

当事業年度

（2019年12月31日）

繰延税金資産     

未払費用  4,956千円  7,418千円

未払事業所税  201千円  259千円

未払事業税  1,083千円  1,245千円

賞与引当金  3,716千円  4,061千円

退職給付引当金  1,030千円  5,516千円

減価償却超過額  1,084千円  1,394千円

繰延資産  187千円  92千円

資産除去債務  1,745千円  －

その他有価証券評価差額金  703千円  25千円

その他  6,946千円  8,310千円

繰延税金資産小計  21,657千円  28,324千円

評価性引当金  △8,692千円  △456千円

繰延税金資産合計  12,964千円  27,868千円

繰延税金負債     

建物付属設備  1,134千円  －

繰延税金負債合計  1,134千円  －

繰延税金資産純額  11,830千円  27,868千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 
前事業年度

（2018年12月31日）

当事業年度

（2019年12月31日）

法定実効税率  30.62％  30.62％

（調整）     

所得拡大税制の特別控除  △4.89％  －

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.64％  1.52％

住民税均等割等  0.14％  0.35％

評価性引当額の増減  0.23％  △9.65％

その他  △0.75％  0.33％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  25.98％  23.17％

（資産除去債務関係）

１．当該資産除去債務の概要

建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を10年と見積り、割引率を0％として資産除去債務の金額を計算しております。

 

３．当該資産除去債務の総額の増減

 

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

期首残高 5,699千円 5,699千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 － －

時の経過による調整額 － －
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見積りの変更による調整額 － △5,699千円

資産除去債務の履行による減少額 － －

期末残高 5,699千円 －

 

４．当該資産除去債務の見積りの変更

当事業年度において、当社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務として計算していた資産除去債務につい

て、転居費用等の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。

この見積りの変更による減少額5,699千円を変更前の資産除去債務残高から減算しております。

 

（セグメント情報等）

 

[セグメント情報]

前事業年度（自　2018年4月1日　至　2018年12月31日）及び当事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12

月31日）

 

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

 

[関連情報]

前事業年度（自　2018年4月1日　至　2018年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

 投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合　　計

外部顧客への営業収益 924,875 － － 924,875

 

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地

域ごとの営業収益の記載は省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

 

当事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

 投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合　　計

外部顧客への営業収益 1,156,758 － － 1,156,758

 

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地

域ごとの営業収益の記載は省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報
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外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

 

１．関連当事者との取引

◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

前事業年度（自　2018年4月1日　至　2018年12月31日）

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

又は出資金

(百万円)

事業の

内容

又は職業

議決権等

の被所有

割合

関係内容

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
役員の

兼任等

事業上

の関係

兄弟

会社

楽天証券

株式会社

東京都

世田谷区

7,495

(2018年12月

31日現在)

インター

ネット証

券取引

サービス

業

―
兼任

2人

当社投資

信託の募

集の取扱

い等

証券投資信

託の代行手

数料等

 

 

出向者の

人件費等

151,731

 

 

 

18,126

未払

費用
25,055

 

当事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

又は出資金

(百万円)

事業の

内容

又は職業

議決権等

の被所有

割合

関係内容

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
役員の

兼任等

事業上

の関係

兄弟

会社

楽天証券

株式会社

東京都

世田谷区

7,495

(2019年12月

31日現在)

インター

ネット証

券取引

サービス

業

―
兼任

2人

当社投資

信託の募

集の取扱

い等

証券投資信

託の代行手

数料等

 

 

出向者の

人件費等

195,915

 

 

 

20,820

未払

費用
34,350

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

２．証券投資信託の代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

楽天カード株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

 

 

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

１株当たり純資産額 166,405円14銭 171,445円72銭
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１株当たり当期純利益金額 9,118円97銭 4,922円38銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項　　目

前事業年度

（自2018年4月1日

至2018年12月31日）

当事業年度

（自2019年1月1日

至2019年12月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額(千円) 118,546 63,990

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益金額(千円) 118,546 63,990

普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00 13,000.00

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

中間財務諸表

(１）中間貸借対照表
  （単位：千円）　

  
当中間会計期間

（2020年6月30日）

資産の部   

流動資産   

現金・預金  964,714

金銭の信託  700,000

前払費用  10,216

未収入金  10,891

未収委託者報酬  200,120

立替金  37,371

預け金  50,582

その他  58

流動資産計  1,973,955

固定資産   

有形固定資産 ※１ 28,515

器具備品（純額）  28,515

無形固定資産  86,292

ソフトウェア  86,292

投資その他の資産  469,310

投資有価証券  444,423

長期前払費用  554

繰延税金資産  24,332

固定資産計  584,118

資産合計  2,558,073

  （単位：千円）　

 
当中間会計期間

（2020年6月30日）

負債の部   

流動負債   

預り金  11,209

未払金  23,290

未払費用  163,964

未払消費税等  16,144
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未払法人税等  12,466

賞与引当金  11,605

役員賞与引当金  1,000

流動負債計  239,680

固定負債   

退職給付引当金  31,309

固定負債計  31,309

負債合計  270,989

純資産の部   

株主資本   

資本金  150,000

資本剰余金   

資本準備金  400,000

その他資本剰余金  229,716

資本剰余金合計  629,716

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  1,489,610

利益剰余金合計  1,489,610

株主資本合計  2,269,327

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  17,756

評価・換算差額合計  17,756

純資産合計  2,287,083

負債・純資産合計  2,558,073

 

(２）中間損益計算書

（単位：千円）　

 
当中間会計期間

（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）

営業収益   

委託者報酬  603,922

営業収益計  603,922

営業費用   

支払手数料  191,024

委託費  44,482

広告宣伝費  1,116

通信費  30,386

協会費  1,062

諸会費  90

営業費用計  268,162

一般管理費  268,760

営業利益  66,999

営業外収益   

受取利息  3

有価証券利息  174

投資有価証券売却益  38,894

雑収入  1,542

営業外収益計  40,615

経常利益  107,615

特別損失   

　固定資産除却損  423

　事務所移転費  713
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　投資有価証券評価損  32,709

　特別損失計  33,846

税引前中間純利益  73,768

法人税、住民税及び事業税  37,619

法人税等調整額  △4,326

中間純利益  40,475

 

（３）中間株主資本等変動計算書

 

当中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716

当中間期変動額     

剰余金の配当     

中間純利益     

株主資本以外の項目の

当中間期変動額(純額)
    

当中間期変動額合計 － － － －

当中間期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,449,135 1,449,135 2,228,851 △57 △57 2,228,794

当中間期変動額       

剰余金の配当       

中間純利益 40,475 40,475 40,475   40,475

株主資本以外の項目の

当中間期変動額(純額)
   17,814 17,814 17,814

当中間期変動額合計 40,475 40,475 40,475 17,814 17,814 58,289

当中間期末残高 1,489,610 1,489,610 2,269,327 17,756 17,756 2,287,083

注記事項

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

◇その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定）を採用しております。

 

(2）金銭の信託

時価法によっております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　 10年

器具備品　　　 5年～20年

また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっておりま

す。

 

(2）無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

 

(3）長期前払費用

定額法によっております。

 

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

 

(2）賞与引当金

従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰

属する額を計上しております。

 

(3）役員賞与引当金

役員への賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間末において負担すべき額

を計上しております。

 

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお

ります。

４．その他中間財務諸表作成の為の基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費

税は当中間会計期間の費用として処理しております。

 

(2) 連結納税制度の適用

当中間会計期間から連結納税制度を適用しております。

なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第8号）において創設されたグルー

プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ

いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務

対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の

額について、改正前の税法の規定に基づいております。

 

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額
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 当中間会計期間（2020年6月30日）

有形固定資産の減価償却累計額 11,162千円

 

（中間損益計算書関係）

※１　減価償却実施額

 

当中間会計期間

（自 2020年1月1日

至 2020年6月30日）

有形固定資産 8,138千円

無形固定資産 10,169千円

合　　計 18,308千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）

 

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 13,000株 － － 13,000株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

（リース取引関係）

＜借主側＞

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
当中間会計期間末

2020年6月30日

１年内 28,200千円

１年超 68,800千円

合　計 97,000千円

 

（金融商品関係）

当中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2020年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価、並びにこれらの差額については次の通りです。

（単位:千円）

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

資産
(1) 現金・預金

(2) 金銭の信託

(3) 未収委託者報酬

(4) 預け金

(5) 投資有価証券

①    その他有価証券

 
964,714
700,000
200,120
50,582

 
444,423

 
964,714
700,000
200,120
50,582

 
444,423

 
－
－
－
－
 
－

資産計 2,359,841 2,359,841 －
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負債
(1) 未払金

(2) 未払費用

(3) 未払消費税等

(4) 未払法人税等

 
23,290
163,964
16,144
12,466

 
23,290
163,964
16,144
12,466

 
－
－
－
－

負債計 215,865 215,865 －

（注）金融商品の時価算定の方法

◇資産

(1)現金・預金　(2)金銭の信託　(3)未収委託者報酬　(4)預け金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(5)投資有価証券

投資信託は公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照

ください。

◇負債

(1)未払金　(2)未払費用　(3)未払消費税等　(4)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

（有価証券関係）

１．その他有価証券

当中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日）

区分 中間貸借対照表

計上額（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 
 
－
－

410,988

 
 
－
－

385,000

 
 
－
－

25,988

小　　計 410,988 385,000 25,988

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 
 
－
－

33,435

 
 
－
－

66,539

 
 
－
－

△33,104

小　　計 33,435 66,539 △33,104

合　　計 444,423 451,539 △7,116

 

２．減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について32,709千円（その他有価証券の投資信託受益証券32,709千

円）減損処理を行っております。

 

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

当中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日）

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるた
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め、記載を省略しております。

［関連情報］

当中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日）

１.　製品及びサービスごとの情報

（単位:千円）

 投資信託運用業務 合　　計

外部顧客への営業収益 603,922 603,922

 

２.　地域ごとの情報

（1）営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、地域ごとの営業収益の記載は省略しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３.　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載

はありません。

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

 

 
当中間会計期間

（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）

１株当たり純資産額 175,929円53銭

１株当たり中間純利益金額 3,113円48銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

項目

当中間会計期間

（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）

１株当たり中間純利益金額  

中間純利益金額(千円) 40,475

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る中間純利益金額(千円) 40,475

普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】
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１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜更新後＞

（１）受託会社

名　　称
資本金の額

（2020年3月末現在）
事業の内容

三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律に基づき信託業務を営ん

でいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行

資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）

事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に

基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受

託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託

受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（2020年3月末現在）
事業の内容

楽天証券株式会社 7,495百万円

金融商品取引法に定める第

一種金融商品取引業を営ん

でいます。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

２０２０年１１月１３日

 

楽天投信投資顧問株式会社

取　締　役　会　御　中

 

 
EY新日本有限責任監査法人

東　 京　 事　 務　 所
 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 福　村　　寛　　　印

 

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられている楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）の２０２０年３月３１日から２０２０年９月３０日ま

での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間

監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）の２０２０年９月３０日現在の信託財産の状態及び同日を

もって終了する中間計算期間（２０２０年３月３１日から２０２０年９月３０日まで）の損益の状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基

準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、楽天投信投資顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としての

その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し

有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報

を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の

判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する

と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す

る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略

され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す

る内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上

 

(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

２０２０年２月１８日

楽天投信投資顧問株式会社

取　締　役　会　　御　中

 EY新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 伊　藤　志　保　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 福　村　　寛　　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の２０１９年１月１日から２０１９年１２月３１日までの第１４期

事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注

記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、楽天

投信投資顧問株式会社の２０１９年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

２０２０年８月２５日

楽天投信投資顧問株式会社

取　締　役　会　　御　中

 EY新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 福　村　　寛　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の２０２０年１月１日から２０２０年１２月３１日までの第１５期

事業年度の中間会計期間（２０２０年１月１日から２０２０年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を

行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、楽天投信投資顧問株式会社の２０２０年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（２０２０年１月１日から２０２０年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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